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招集通知記載事項の一部訂正について 

 
 当社「第40回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、 

ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。 

 

記 

 

1. 訂正箇所 

「第 40 回定時株主総会招集ご通知」35 ページ 

第 1 号議案定款の一部変更の件 

2.変更の内容 

 

 

2. 訂正の内容（変更箇所に下線   を付しております。） 

【訂正前】 

2. 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

                （下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

（目的） 
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 
（1）～（46）（条文省略） 
   （新設） 
   （新設） 
（47）前各号に附帯する一切の業務

 
 

 (中略) 
 
（員数） 
第19条 当会社の取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）は、5名以内とする。 
 
 （以下省略） 
 

（目的）
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 
（1）～（46）（現行通り） 
（47）医療に関する事業 
（48）ホテル等の宿泊施設の運営 
（49）前各号に附帯する一切の業務 

 
 

 (中略) 
 
（員数） 
第19条 当会社の取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）は、10名以内とする。 
 
 （以下省略） 
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【訂正後】 

2. 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

                （下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

（目的） 
第3条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 
（1）～（46）（条文省略） 
   （新設） 
   （新設） 
（47）前各号に附帯する一切の事業

 
 

 (中略) 
 
（員数） 
第19条 当会社の取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）は、5名以内とする。 
 
 （以下省略） 
 

（目的）
第3条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 
（1）～（46）（現行通り） 
（47）医療に関する事業 
（48）ホテル等の宿泊施設の運営 
（49）前各号に附帯する一切の事業 

 
 

 (中略) 
 
（員数） 
第19条 当会社の取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）は、10名以内とする。 
 
 （以下省略） 

 

以上 

 

 


